
1 

第７期 第８回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 令和３年３月９日（火） 午前９時３０分～ 

 

２．開催場所 農村環境改善センター ２階 大会議室 

 

３．出席委員（１９人） 

 

４．欠席委員（１人） 

 

５．議事録署名人の指名について（２人） 

 

６. 議案日程 

  議案第 27号 農地法第３条の許可申請について            （７件） 

  議案第 28号 農地法第４条第１項の許可申請について         （１件） 

  議案第 29号 農地法第５条第１項の許可申請について         （４件） 

  議案第 30号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見について     （４件） 

 

７. 農業委員会事務局職員（３人） 
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８．会議の概要 

○事務局長 

皆さん、おはようございます。ご起立ください。姿勢を正してください。一同、礼。

ご着席ください。本日の会議に先立ちまして、委員の皆様の出席状況をご報告いたしま

す。只今の委員の出席は１９名中１８名、◯◯委員さん、１名より欠席のご連絡をいた

だいております。過半数に達しておりますので、本会議が成立していることをご報告い

たします。なお、本日、推進委員等の傍聴者はございません。それでは◯◯会長、開会

をお願いします。 

 

○会長 

  皆さん、おはようございます。早や３月ということで、春の芽吹きを感じる時期にな

って参りました。この３月で今年度も終わりますが、皆さんもそれぞれの地域で人・農

地プランの見直しなんかにご協力いただいたかと思います。地域である程度、人・農地

プランの作成が完了しますと、今度は実質化が求められます。おそらく来年度はどれだ

け実質化が出来たかという事が求められてくる年になってくるかと思います。そういう

ことで農水省の方でも色々な検討がされております。そういうことで、来年度はこれか

らの皆さんの活動が非常に重要になってくるんじゃないかなと思っとります。特に東温

市は中山間から平野まで抱えとりますのでよろしくお願い出来たらと思います。 

では、本日の案件は１６件と多少多いですが、皆さんと協力して進めて行きたいと思

います。 

それでは、只今から第８回農業委員会を開催いたします。 

本日の議事録署名人ですが、１７番 ◯◯委員さん、１番 ◯◯委員さん、よろしくお

願いします。早速ですが議案審議に入ったらと思います。議案第２５号、農地法第３条

の許可申請についてを議題とします。１番、２番は譲受人が同一人物となっております

ので、一括で審議をしたいと思います。事務局から説明願います。 

 

○事務局 

議案第２７号、農地法第３条の許可申請についてということで、１番 貸付人 東温

市◯◯ ◯◯番地◯ ◯◯さん。借受人 松山市◯◯ ◯◯番地◯◯ ◯◯さん。土地

は、◯◯、畑、２，２８６㎡です。譲受人の耕作状況について申し上げます。権利内容

は、賃借権の設定２０年です。作付作物はレモンです。主な農機具の保有状況は、軽ト

ラック、土壌液肥注入機、動力噴霧器、草刈機を購入予定です。労働力は、本人、常時

１人です。耕作面積はございません。周辺農業経営への影響は、特に支障なしというこ

とです。続きまして２番 譲渡人 東温市◯◯ ◯◯番地◯ ◯◯さん。譲受人 松山

市◯◯ ◯◯番地◯◯ ◯◯さん。土地は、◯◯、畑、５９９㎡、同所同字◯◯ ◯◯

番地◯、畑、１，９０２㎡、合計２筆で、合計面積は２，５０１㎡です。権利内容は、

所有権移転の売買です。以下１番と同じであるため省略いたします。なお、借受人の◯

◯さんにつきましては、東温市では新規就農ということで、２月２２日９時に◯◯委員

さんにもご同席いただきまして、面接を実施しております。別紙１をご覧ください。農

地法第３条第２項の該当の有無について確認をしております。第１号、不耕作目的、効
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率的に利用しない場合の権利取得の禁止ですが、確認結果といたしまして、以前より、

新規農業に係る計画を構想しており、文献、動画を中心に必要な技術、知識は習得済み

であります。今後についても、各種講座、セミナー等への参加や先進農家への訪問を通

じて、新たな知識を学んでいく予定であります。農機具については、草刈機、土壌液肥

注入機、軽トラック、動力噴霧器を購入予定とのことです。第２号、農地所有適格法人

以外の法人による権利取得の禁止ですが、該当ありません。第３号、信託の引受の禁止

ですが、該当ありません。第４号、農作業に常時従事しない場合の権利取得の禁止です

が、常時、本人１人で兼業農家として行います。第５号、下限面積制限ですが、畑：４，

７８７㎡を取得見込でありますので、要件を満たしております。続きまして第６号、所

有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う土地の転貸又は質入れの禁止です

が、該当ありません。第７号、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域におけ

る農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれ

がある場合の権利取得の禁止ですが、地元農家の指導助言に従い耕作を行っていきます。

また、農道、水路等の維持管理作業を行い、地域における農業の維持発展に関する話し

合い活動等に参加するとのことです。農地法第３条第２項各号不許可要件ですが、１か

ら７いずれにも該当しないため、許可要件はすべて満たしていると考えております。以

上です。 

 

○議長（会長） 

  この件につきましては、地元、◯◯委員さんとなりますので、確認結果の報告をお願

いします。 

 

○委員 ◯◯委員 

  説明します。まず１番の場所は以前にキウイフルーツを作っていた所でございますが、

◯◯さんの父親が亡くなってからは手が届いてない状態であります。２番の◯◯さんの

農地、◯◯－◯の場所でございますが、以前はケールを栽培しておりましたが、父親が

亡くなられてから、手が届いていない状態であります。場所につきましては、６ページ

でございます。◯◯池がございますが、その隣に設計事務所、◯◯がございまして、そ

の隣の土地になります。事務局から説明があったように、譲受人の方が農業に興味があ

り、農業を行いたいということです。この４反ですが、一挙にレモン畑にするのではな

くて、４区画に分けて１年ごとに耕作していくということでございます。計画的にも納

得できるものでございますので、問題無いかと思います。皆さんご審議の方よろしくお

願いします。 

 

○議長（会長） 

  只今、◯◯委員さんからの説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思い

ます。何かご意見ございませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 
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全員挙手で、承認いたします。続きまして、３番、４番も借受人が同一ですので、一

括で審議したいと思います。事務局より説明願います。 

 

○事務局 

３番 貸付人 東温市◯◯ ◯◯番地◯ ◯◯さん。借受人 伊予郡松前町大字◯◯ 

◯◯番地◯ ◯◯さん。土地は、◯◯ ◯◯番地◯、田、２，２６３㎡、同所同字◯◯ 

◯◯番地◯、畑、２２４㎡、同所同字◯◯ ◯◯番地◯、田、１，４０２㎡、合計３筆

で、合計面積は３，８８９㎡です。権利内容は、使用貸借権の設定１０年です。作付作

物は、キウイ、みかん、パセリ、きゅうり、ブロッコリーです。主な農機具の保有状況

は、軽トラ、トラクターを所有しており、動噴器、刈払機を購入予定です。労働力は常

時１人、臨時１人です。耕作面積はございません。周辺農業経営への影響につきまして

は、特に支障なしということです。続いて４番 貸付人 東温市◯◯ ◯◯番地◯ ◯

◯さん。借受人 伊予郡松前町大字◯◯ ◯◯番地◯ ◯◯さん。土地は、◯◯ ◯◯

番地◯、田、１，８５８㎡、同所同字◯◯ ◯◯番地◯、畑、２２９㎡、合計２筆で、

合計面積は２，０８７㎡です。権利内容は使用貸借権の設定１０年です。以下は３番と

同じであるため省略いたします。なお、借受人の◯◯さんにつきましては、東温市では

新規就農ということで、２月２４日１０時から◯◯委員さんにもご同席いただきまして、

面接を実施しております。別紙１の３ページをご覧ください。農地法第３条第２項の該

当の有無について確認をしております。第１号ですが、確認結果といたしまして、元々、

知人の手伝いを通じて、農作業の経験があります。また、ＪＡの研修センターで２年間、

研修を行っており、今後も継続して指導を受ける予定であります。農機具については、

現在、軽トラ、トラクターを所有しており、今後、動噴器、刈払機等を購入予定とのこ

とです。第２号ですが、該当ありません。第３号ですが、該当ありません。第４号です

が、専業農家として常時本人１人と、臨時で妹さんが行います。第５号、下限面積制限

ですが、田：５，５２３㎡、畑：４５３㎡、合計５，９７６㎡を取得見込でありますの

で、要件を満たしております。続きまして第６号ですが、該当ありません。第７号です

が、地元農家の指導助言に従い耕作を行っていきます。また、農道、水路等の維持管理

作業を行い、地域における農業の維持発展に関する話し合い活動等に参加するとのこと

です。農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件はすべて満たしていると

考えております。以上です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、地元、◯◯委員さんですので、確認結果のご報告をお願いし

ます。 

 

〇委員 ◯◯委員 

  説明させて頂きます。地図７ページをご覧下さい。これらの農地は１５年ぐらい前に

基盤整備が行われましたが、１０年ぐらい前から不作付地の状態になって、現在に至っ

ております。◯◯さんは先程説明にありましたように、平成３１年から伊予市にあるＪ

Ａ中央の研修センターで農業技術の習得を行いまして、今後もＪＡの指導を受けながら
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農業経営を進めて行きたいとのことであります。資料のとおり、作付作物はキウイと柑

橘類を主として、それが成立するまではパセリやキュウリ、ブロッコリーを栽培してＪ

Ａで販売する計画だそうです。可能であればレタス、トマト等も栽培してみたいとのこ

とです。現住所は松前町ですが、新規就農にあたりまして、北方に転居する予定と伺っ

ております。よろしくご審議お願いします。 

 

〇議長（会長） 

  只今、◯◯委員さんからご説明いただいたんですが、何かご意見ご質問はございませ

んでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決を行います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、５番について事務局より説明願います。 

 

○事務局 

５番 譲渡人 大阪府茨木市◯◯ ◯◯番地◯ ◯◯さん。譲受人 東温市◯◯ ◯

◯番地◯ ◯◯さん。土地は、◯◯ ◯◯番地◯、田、１，００１㎡、同所同字 ◯◯

番地◯、田、９７８㎡、同所字◯◯ ◯◯番地◯、田、４８１㎡、合計３筆、合計面積

は２，４６０㎡です。権利内容は所有権移転の贈与です。作付作物は水稲です。主な農

機具の保有状況は、田植機、耕うん機、コンバイン、噴霧器、軽トラックを所有してお

ります。労働力は、本人、夫の常時２人です。耕作面積は７，２５９㎡です。周辺農業

経営への影響は、特に支障なしということで、農地法第３条第２項の各号には該当しな

い為、許可要件は全て満たしていると考えております。以上です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、地元、◯◯委員さんですので、説明をお願いします。 

 

〇委員 ◯◯委員 

  この◯◯さん（譲渡人）と◯◯さん（譲受人）は姉弟です。お父さんが亡くなった時

に◯◯（譲渡人）さんに名義変更したんですけど、既に大阪で家を建てており、向こう

にずっと住む予定なので、こちらの田をお姉さんに譲りたいとのことでした。今までも、

ずっと◯◯さん（譲受人）のご主人が田を作っております。そういうことで、問題は無

いかと思いますので、審議をお願いします。 

 

〇議長（会長） 

  それでは皆さんのご意見をお伺いしたらと思います。何かございますでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、６番について事務局より説明願います。 
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○事務局 

６番 譲渡人 東温市◯◯ ◯◯番地◯ ◯◯さん。譲受人 東温市◯◯ ◯◯番地

◯ ◯◯さん。土地は、◯◯ ◯◯番地◯、畑、２９３㎡、同所同字◯◯ ◯◯番地◯、

畑、１４２㎡、合計２筆で、合計面積は４３５㎡です。権利内容は、所有権移転の贈与

です。作付作物は季節野菜です。主な農機具の保有状況は、自動耕うん機、田植機、コ

ンバイン、トラクター、乾燥機、草刈機を保有しております。労働力は、本人、夫、子

の妻、子の子の常時４人です。耕作面積は２３，４７５㎡です。周辺農業経営への影響

は、特に支障なしということで、農地法第３条第２項の各号には該当しない為、許可要

件は全て満たしていると考えております。以上です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、地元、◯◯委員さんですので、確認結果のご報告をお願いし

ます。 

 

〇委員 ◯◯委員 

  ９ページの地図を開けていただいたらと思います。斜線の所が対象の土地で、右下の

広い所が◯◯さん（譲受人）の農地です。◯◯さん（譲渡人）も高齢になりまして、ま

た、畑の出入り口も狭く移動が困難であることから、売買の話が出たようです。特に問

題も無いと思いますので、ご審議よろしくお願いします。 

 

〇議長（会長） 

  それでは皆さんのご意見をお伺いしたいと思いますが、何かございませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、７番について事務局より説明願います。 

 

○事務局 

７番 譲渡人 東温市◯◯ ◯◯番地◯ ◯◯さん。譲受人 松山市◯◯ ◯◯番地

◯ ◯◯さん。土地は、◯◯ ◯◯番地◯ 、田、８６５㎡、同所字◯◯ ◯◯番地◯、

田、４２７㎡、同所字◯◯ ◯◯番地◯、田、７２９㎡、同所字◯◯ ◯◯番地◯、田、

２７１㎡、同所字◯◯ ◯◯番地◯、畑、５７４㎡、同所同字◯◯ ◯◯番地◯、田、

３１７㎡、同所同字◯◯ ◯◯番地◯、畑、３４２㎡、同所字◯◯ ◯◯番地◯、田、

１６１㎡、同所字◯◯ ◯◯番地◯、田、１，２３５㎡、同所字◯◯ ◯◯番地◯、畑、

７５６㎡、同所字◯◯ ◯◯番地◯、田、９６１㎡、同所字◯◯ ◯◯番地◯、田、３

０４㎡、同所字◯◯ ◯◯番地◯、田、５９６㎡、同所字◯◯ ◯◯番地◯、畑、４，

６４０㎡、合計１４筆で、合計面積は１２，１７８㎡です。権利内容は、所有権移転の

贈与です。作付作物は水稲、シキミです。主な農機具の保有状況は、自動耕うん機、田

植機、コンバイン、乾燥機、草刈機を保有しております。労働力は、本人、母の常時２
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人です。耕作面積は１２，１７８㎡です。周辺農業経営への影響は、特に支障なしとい

うことで、農地法第３条第２項の各号には該当しない為、許可要件は全て満たしている

と考えております。以上です。 

 

〇議長（会長） 

  只今事務局から説明を受けたわけですが、この件につきましては、地元、◯◯委員さ

んですので、確認結果のご報告をお願いします。 

 

〇委員 ◯◯委員 

  ご説明いたします。１０ページをご覧下さい。場所は◯◯小学校から東の谷の方へ入

った◯◯という地区になります。◯◯さん（譲渡人）と◯◯さん（譲受人）は、親子の

関係になります。先日、◯◯さん（譲受人）とお母さんが来られまして、お父さんの体

調が悪いということ、高齢であることから、息子さんに農地を全て贈与したいというお

話がありました。◯◯さん（譲渡人）はシキビ、野菜等を熱心に作っておられました。

以上、ご審議お願いします。 

 

〇議長（会長） 

  只今◯◯委員さんからご説明いただいたんですが、皆さんから何かご意見ございませ

んでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、議案第２８号、農地法第４条第１項の許

可申請についてを議題とします。事務局より説明願います。 

 

○事務局 

議案第２８号、農地法第４条第１項の許可申請についてということで、８番 転用者 

東温市◯◯ ◯◯番地◯ ◯◯さん。土地は、◯◯ ◯◯番地◯、田、３８３㎡です。

都市計画区域は市街化調整区域です。農地区分は第１種農地ということで、おおむね１

０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内にある農地という理由から、第１種農地と判断

されます。農用地区域は農用地区域外です。転用目的は農家住宅です。開発許可は不要、

転用許可は必要です。この案件につきましては、令和２年８月５日第１回委員会で除外

意見を決定済みの案件です。以上です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、先程の説明のとおり、第１回の委員会で除外意見の決定をし

ております。その後のことについて、地元、◯◯委員さんから報告をお願いします。 

 

〇委員 ◯◯委員 

  １２ページをご覧下さい。ここへ村上さんが農家住宅を建てて、これから兼業農家と
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して、農業をやるということでした。問題は無いかと思います。以上です。よろしくお

願いします。 

 

〇議長（会長） 

  それでは皆さんのご意見をお伺いしたらと思いますが、何かございますでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、採決を行います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、議案第２９号、農地法第５条第１項の許

可申請についてを議題とします。９番について事務局より説明願います。 

 

○事務局 

議案第２９号、農地法第５条第１項の許可申請についてということで、９番 譲渡人 

松山市◯◯ ◯◯番地◯ ◯◯さん。譲受人 東温市◯◯ ◯◯番地◯ ◯◯さん。土

地は、◯◯ ◯◯番地◯、畑、４６１㎡、同所同字◯◯ ◯◯番地◯、田、２５６㎡、

合計２筆で、合計面積が７１７㎡です。都市計画区域はその他の区域。農地区分は第２

種農地ということで、他のいずれの基準にも該当しないという理由から、第２種農地と

判断されます。転用目的は店舗、飲食業と小売業を行います。権利内容は所有権移転で

す。開発許可は不要です。転用許可は必要です。令和２年１１月６日に開催されました

第４回委員会で除外意見を決定済みの案件です。以上です。 

 

○議長（会長） 

この件についても除外意見の決定をしておりますが、その後の事について地元、◯◯

委員さんから何か報告があればお願いします。 

 

○委員 ◯◯委員 

１３ページをご覧下さい。前に説明したことと重なりますが、この地区は◯◯地区、

◯◯の滝のすぐ下にある集落でございます。蒟蒻なんかで有名◯◯屋なんかがあります

が、その下、１００ｍぐらいの所です。周りには◯◯家という民宿が出来ており、その

反対側には◯◯という木工細工の店がございますが、その中間に当たります。この譲受

人の◯◯さんは地元の方で、譲渡人の◯◯さんは既に耕作出来ない状態の高齢者であり

ます。そういうことで話がまとまりまして、ここに飲食業を行う店舗を建設しようとい

う事であります。除外意見も決定しておりますので、よろしくお願いします。 

 

○議長（会長） 

  只今、◯◯委員さんからの説明がありましたが、皆さんの方から何かご意見ございま

すでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 
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全員挙手で、承認いたします。続きまして、１０番について事務局より説明願います。 

 

○事務局 

１０番 譲渡人 東温市◯◯ ◯◯番地◯ ◯◯さん。譲受人 松山市◯◯ ◯◯番

地◯ ◯◯さん。土地は、◯◯ ◯◯番地◯、畑、５１１㎡です。都市計画区域はその

他の区域です。農地区分は第２種農地ということで、他のいずれの基準にも該当しない

という理由から、第２種農地として判断されます。転用目的は農家住宅です。権利内容

は所有権移転です。開発許可は不要、転用許可は必要です。令和２年１１月３０日第５

回委員会で除外意見決定済みの案件です。以上です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、先程の３条申請との関連もございますが、地元、◯◯委員さ

んから説明をお願いします。 

 

○委員 ◯◯委員 

  説明いたします。先程１番、２番での案件で説明したところでございます。地図は６

ページです。◯◯さん（譲受人）は◯◯大学の助教授として勤務しておられまして、現

在、松山市で戸建ての賃貸物件に住んでおりますが、今回、新規就農するにあたりまし

て、どうしても近くで住みたいという事でございます。地図の１０番の所で農家住宅を

建設し、農業にも取り組んで行きたいという事でございます。周りにも影響はないかと

思いますので、ご審議をお願いします。 

 

〇議長（会長） 

  只今、◯◯委員さんから説明がございましたが、皆さんの方からご意見ございますで

しょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、採決を行います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、１１番について事務局より説明願います。 

 

○事務局 

１１番 貸付人 東温市◯◯ ◯◯番地◯◯ ◯◯さん。借受人 東温市◯◯ ◯◯

番地 ◯◯さん、◯◯さん。土地は、◯◯ ◯◯番地◯、田、２４３㎡です。都市計画

区域は市街化調整区域です。農地区分は第３種農地ということで、水道管、下水道管、

ガス管の内２種類以上が埋設されている道路の沿道で容易にこれらの便益を享受でき、

且つ概ね５００ｍ以内に２以上の教育施設、医療施設、都市公園等の公共公益的施設が

あることから、第３種農地として判断されます。転用目的は分家住宅です。権利内容は

使用貸借権の設定です。開発許可は必要、転用許可も必要です。令和２年６月９日第３

５回委員会で除外意見決定済みの案件でございます。以上です。 

 



10 

〇議長（会長） 

  この件については、地元、◯◯委員さんですので確認結果の報告をお願いします。 

 

○委員 ◯◯委員 

  ◯◯さん（譲渡人）は◯◯さん（譲受人）の父親で、子供とか色々な関係があり、娘

さん夫婦が家を建てて親の近くに住まわれるということです。対象地の丁度南側がお父

さんの家になりますので、そこに家を建てようということです。皆さんよろしくお願い

します。 

 

〇議長（会長） 

  地元、◯◯委員さんから説明がございましたが、皆さんからご意見お伺いしたらと思

いますが、何かございますか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、採決を行います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、１２番について事務局より説明願います。 

 

○事務局 

１２番 貸付人 東温市◯◯ ◯◯番地◯ ◯◯さん。借受人 東温市◯◯ ◯◯番

地◯ ◯◯さん。土地は、◯◯ ◯◯番地◯、田、３１７㎡です。都市計画区域は市街

化調整区域です。農地区分は第２種農地ということで、他のいずれの基準にも該当しな

いという理由から、第２種農地として判断されます。転用目的は農家住宅です。権利内

容は使用貸借権の設定です。開発許可は不要、転用許可は必要です。令和２年９月１０

日第２回委員会で除外意見決定済みの案件でございます。以上です。 

 

〇議長（会長） 

  この件についても、地元、◯◯委員さんですので、確認結果の報告をお願いします。 

 

○委員 ◯◯委員 

  ◯◯さん（貸付人）と◯◯さん（借受人）は親子です。以前大阪におったんですけど、

こっちに帰ってきて農家を継ぐという事で、農家住宅を建てたいという申請がありまし

た。現地も確認しましたが、問題はありませんでした。以上、よろしくお願いします。 

 

〇議長（会長） 

  それでは、皆さんからご意見お伺いしたらと思いますが、何かご意見ございますでし

ょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、採決を行います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、議案第３０号、農業振興地域整備計画の
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変更に係る意見について、議題とします。事務局より説明願います。 

 

〇事務局 

議案第３０号、農業振興地域整備計画の変更に係る意見についてということで、用途

区分の変更です。農用地から農業用施設への変更です。農用地からは除外されません。

また、分筆登記は不要でございます。１３番 所有者、申出者、共に 東温市◯◯ ◯

◯番地◯ ◯◯さん。土地は、◯◯ ◯◯番地の一部、田、２５２㎡の内９２㎡です。

都市計画区域は市街化調整区域。農地区分は農用地区域内農地で、農振整備計画におい

て定められた農用地区域内にある農地という理由から、農用地区域内農地と判断されま

す。転用目的は農業用施設用地、農業用倉庫を建てるということです。開発許可は不要。

転用許可も不要です。以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして、地元、◯◯委員さんですので、確認結果のご報告をお願いしま

す。 

 

○委員 ◯◯委員 

  １６ページを開いてください。申出者の◯◯さんは、娘さん家族と同居しております。

◯◯さんが高齢であるために、農業後継者として農業を担うため、◯◯さんが住んでお

られる住居の隣に娘さん家族が住宅を新設する計画という事です。住宅を新設する１２

５２番１には◯◯さんの農業用倉庫がありますので、この倉庫を１２５２番１の一部に

移設して、農業用倉庫として拡充する計画と伺っております。ご審議の程よろしくお願

いします。 

 

○議長（会長） 

  只今、◯◯委員さんからの説明を受けましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思い

ます。何かございますでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続いて、１４番について事務局より説明願います。 

 

◯事務局 

農用地区域からの除外です。１４番 所有者 宇和島市◯◯ ◯◯番地◯ ◯◯さん。

申出者 東温市◯◯ ◯◯番地◯ ◯◯さん。建設業を営んでおります。土地は、◯◯ 

◯◯番地◯、田、２８２㎡、同所同字◯◯番地◯、田、１４８㎡、合計２筆で、合計面

積は４３０㎡です。都市計画区域はその他の区域。農地区分は第２種農地ということで、

他のいずれの基準にも該当しないという理由から第２種農地と判断されます。転用目的

は駐車場と資材置場です。開発許可は不要、転用許可は必要です。以上です。 
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○議長（会長） 

  この件につきまして、地元、◯◯委員さんですので、確認結果のご報告をお願いしま

す。 

 

○委員 ◯◯委員 

  １７ページの地図をご覧下さい。場所は、◯◯橋を渡ってすぐの◯◯という地区にな

ります。◯◯さん（所有者）と◯◯さん（申出者）は、家主と借手という関係です。申

請地の県道側にある◯◯さん（所有者）の家を、◯◯さん（申出者）が借りて住んでお

るという状況です。◯◯さん（所有者）は宇和島に住んでおられますが、元々は◯◯の

出身で、◯◯さんのお父さんの家がここにございました。お父さんが亡くなってから、

しばらく空き家になっとったんですが、数年前から◯◯さん（申出者）が家を借りて、

現在も住んでおります。◯◯さん（申出者）は、お父さんが経営する建設業、型枠屋さ

んに従事しておりまして、将来お父さんの事業を継いでいきたいという話でございまし

た。そこで、現在の事業所が手狭になったという事で、今の借家に隣接する◯◯さんの

農地を譲ってもらえないかという話をしたそうです。そこで前向きな返事をいただけた

ということで、現在借りている宅地等も含めて、将来は自宅と一体に資材置場、駐車場

棟として利用したいということでした。申出地については、集落内のほ場整備を行って

いない農地ということもありまして、特に問題は無いかと思いますが、型枠屋さんとい

うこともありますので、周辺の家に迷惑がかからないようにと伝えております。以上で

ございます。 

 

○議長（会長） 

  只今、◯◯委員さんからの報告がありましたが、皆さんの方から何かご意見、ご質問

等はございますか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、１５番について事務局より説明願います。 

 

◯事務局 

１５番 所有者 東温市◯◯ ◯◯番地◯ ◯◯さん。申出者 東温市◯◯ ◯◯番

地◯ ◯◯さん。土地は、◯◯ ◯◯番地◯の一部、田、６４２㎡の内４４９㎡です。

都市計画区域は市街化調整区域。農地区分は第３種農地ということで、水道管、下水道

管、ガス管の内２種類以上が埋設されている農地の沿道で容易にこれらの便益を享受で

き、且つ概ね５００ｍ以内に２以上の養育施設、医療施設、都市公園等の公共公益的施

設があることから、第３種農地として判断されます。転用目的は農家住宅です。開発許

可は不要。転用許可は必要です。以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして、地元、◯◯委員さんですので、確認結果のご報告をお願いしま
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す。 

 

○委員 ◯◯委員 

  １８ページの地図をご覧下さい。◯◯重信店の、国道を挟んで西側にあたります。◯

◯さん（申出者）は◯◯さん（所有者）の息子さんなんですけど、今までは同居されて

おりましたが、子どもさんも大きくなってくるということで、この先農業を継いでいく

ため、近くに別棟を建てて、息子さん家族が住まわれるということです。特に支障はな

いと思いますので、ご審議お願いします。 

 

○議長（会長） 

  只今、◯◯委員さんからの報告がありましたが、皆さんの方から何かご意見、ご質問

等はございますでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決を行います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、１６番について事務局より説明願います。 

 

◯事務局 

１６番 所有者 松山市◯◯ ◯◯番地◯ ◯◯さん。申出者 松山市◯◯ ◯◯番

地◯ ◯◯さん。土地は、◯◯ ◯◯番地◯、田、５９７㎡です。都市計画区域はその

他の区域。農地区分は特定土地改良事業等施行地であるため、第１種農地として判断さ

れます。転用目的は農家住宅です。開発許可は不要。転用許可は必要です。以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして、地元、◯◯委員さんですので、確認結果のご報告をお願いしま

す。 

 

○委員 ◯◯委員 

  ご説明いたします。１９ページをご覧下さい。場所は◯◯の一番上の集落、◯◯とい

う地区でございます。申出の理由は農家住宅、後継者住宅ということです。◯◯地区に

おいても、農業従事者の高齢化というのは深刻な問題になっております。そんな中、お

父さんの実家の近くに家を建てて、今まで以上に農業に従事したいということでござい

ました。申出地については、ほ場整備を行っておりますが、事業実施から既に３０年近

く経っており、その間に色々なことが変わってきております。農地も後継者がいなけれ

ば立ちいかないものでありますので、以上、ご審議をよろしくお願いします。 

 

○議長（会長） 

  それでは皆さんのご意見をお伺いしたいと思います。皆さんの方から何かご意見、ご

質問等はございますでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 
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ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。 

 

  本日の議案審議については、１６件、これで全て終了しましたので、以上で第８回農

業委員会を閉会いたします。 


